
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

令和６年４月の八尾小学校と樫尾小学校の統合に向けて、「第３回八尾小学校・樫尾小学校統合

準備協議会」を１１月２９日（水）に開催しました。今回は、「教育目標」・「児童の持ち物等」・「自転車

乗車ルール」・「学校行事」・「児童会」・「学校集金」・「子どもかがやき教室」・「PTA 組織」・「移転作

業」・「閉校式」・「コミュニティ・スクール」の計１１項目について、両学校や PTA 組織で協議・決定し

た内容の報告を受けました。 
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基本的には、八尾小学校に合わせる。 

※ただし、樫尾小学校で現在使用している 

体操服は使用できることとし、 

保護者の負担増と 

ならないよう 

柔軟に対応する。 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八尾小学校・樫尾小学校 

統合準備協議会だより 

令和５年１２月発行 

No.３ 

報告事項① 教育目標 

報告事項② 児童の持ち物等 報告事項③ 自転車乗車ルール 

＜八尾小学校 教育目標＞ 

 心身ともに健康で、関わり合い、磨き合い、自らを高める児童の育成 

現在の樫尾小学校の教育目標である「自主的・創造的で心豊かなたくましい子供の育成」は、

言葉は違うものの八尾小学校と同じ趣旨の教育目標であると考え、引き続き八尾小学校の教育

目標を掲げる。 

報告事項④ 学校行事 

樫尾小学校では、全校児童で行事を行ってきましたが、統合後は学年毎に行うなど、基本的に

は、八尾小学校が行っていた行事に合わせる。 

※ただし、樫尾地区についての理解を深めるため、地域と関わる校外学習等の検討を進めてい 

く。また、樫尾小学校が行っていた４月の個別懇談会【希望制】を八尾小学校で実施することも 

検討する。 

〇低学年：自宅周辺 

〇中学年：自分が住む地区内    

〇高学年：校区内 

※ただし、校区が広大であることから、乗車 

範囲等に関しては、児童の経験・技能等を 

基に、保護者が最終的に判断する。 

 

報告事項⑤ 児童会 

基本的には、八尾小学校の児童会 

活動に合わせる。 

※今後、樫尾地区の方と相談しな 

がら、田植え・稲刈りの継続、 

及び縦割り活動による全校行事 

を検討していく。 

また、町別児童会は新たに樫尾 

地区を組織することが望ましい 

ため、今後保護者と 

連携をとり、 

決定していく。 

報告事項⑥ 学校集金 

基本的には、八尾小学校の集金に合わせる。 

※集金の内容は、「給食費・PTA 会費・学年費（副教材、 

学習材料、校外活動費、スポーツ振興センター費）・ 

卒業積み立て（６年生のみ）【基本、毎月 5 日に振替】 

 
報告事項⑦ 子どもかがやき教室 

統合後も八尾小学校の「子どもかがやき教室」を 

そのまま継続する。 

〇対象者：小・中学生 〇活動場所：八尾小学校体育館 

〇開催日時：毎週 火・木・土（19：30～21：00） 

〇活動内容：ビーチバレーボール 
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◆問い合わせ先（八尾小学校・樫尾小学校統合準備協議会の事務局）◆ 

富山市教育委員会事務局 学校再編推進課（担当：高岡・村石） 

○所在 富山市新桜町６番１５号 Toyama Sakura ビル８階 

○電話 ０７６－４４３－２２４１  ○FAX ０７６－４４３－２０６９ 

○E-mail gakkousaihen@city.toyama.lg.jp 
本協議会の模様は上記 QR

コードで公開しています。 

以上で、八尾小学校と樫尾小学校の統合に伴う、協議事項・検討事項が全て終了いたしました。 

なお、閉校式後に当協議会を解散する予定です。 

報告事項⑧ 移転作業 

継続使用する樫尾小学校の備品・消耗品を八尾小学校に運び込むもの。 

〇移転日：修了式後、令和６年３月２５日（月）から開始予定 

※ただし、冬季休業中に運べる物は運ぶこととしている。 

報告事項⑨ ＰＴＡ組織 

統合後は、八尾小学校 PTA に一本化する。 

〇会の名称：八尾小学校龍蟠
りゅうばん

会 〇会費：（参考・令和５年度）一世帯当たり４，５６０円 

〇役員構成：八尾小学校龍蟠会の構成を採用 

        「会長１名」「副会長３名」「庶務１名」「会計１名」「学習委員長１名」 

「環境生活委員長１名」「保健・給食委員長１名」「広報委員長１名」「監査委員 2 名」 

「各学年委員長６名」の計１８名 

〇行   事：八尾小学校龍蟠会の行事内容を採用 

        「４月：PTA 総会」「５月：環境整備作業(春)・運動会(協力)」「６月：学年 PTA 活動 

【2・4・6 年生】」「７月：救急蘇生講習会」「１０月：資源回収・バザー」 

「１１月：環境整備作業(秋)・学年 PTA 活動【1・3・5 年生】」 

「１２月：手作り体験教室」「２月：教養講座」 

〇会   則:八尾小学校龍蟠会の内容を採用 ※細則に樫尾地区を追加することとする。 

報告事項⑩ 閉校式 

※式典の詳細は調整中であり、令和６年１月中旬には来賓等へ招待状を送付予定。 

 

樫尾小学校閉校式：令和６年３月１５日（金）午前１０時～ 

報告事項⑪  

コミュニティ・スクール 
 

 

 

 

 

八尾小学校のコミュニティ・スクールの

協議・活動に合わせる。 

※なお、令和６年度においては、 

樫尾地区の現状を理解していくことが 

必要であることから、通常の学校運営 

協議会の構成メンバー（１０名）に加え、 

樫尾地区から２名（地区代表・保護者）を 

選出する予定としている。 

その他報告事項 

９月２６日（火）に 
「八尾小学校前庭」に 
おいて、樫尾小学校
が閉校となることに
伴い、樫の木（白樫）
の記念植樹を行いま
した。 
【樫尾小学校と八尾
小学校の子どもたち
に、共に育ててほし
いという思いが込め
られています。】 
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